
 

板橋区立郷土芸能伝承館指定管理者業務評価委員会設置要綱 

 

（平成29年5月1日 教育長決定） 

（目 的）  

第１条 この要綱は、板橋区立郷土芸能伝承館（以下「郷土芸能伝承館」という。）を

管理運営している指定管理者の管理運営状況を評価するために必要な事項を定める

ことを目的とする。  

（評価委員会の設置）  

第２条 指定管理者の管理運営状況を評価するため、板橋区立郷土芸能伝承館指定管理

者業務評価委員会（以下「評価委員会」という。）を設置する。  

（評価委員会の組織及び委員の構成）  

第３条 評価委員会は、次に掲げる者につき、東京都板橋区教育委員会（以下「教育委

員会」という。）が委嘱し、又は任命する委員５人をもって組織することとし、内２

人を郷土芸能伝承館利用者等の外部委員とする。  

（１）郷土芸能伝承館利用者又は郷土芸能伝承館企画・運営協議会委員  

（２）教育委員会事務局 地域教育力担当部長 

（３）教育委員会事務局 生涯学習課長 

（４）区民文化部    文化・国際交流課長  

２ 評価委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により選出する。  

３ 委員長は、評価委員会を代表し、会務を統括する。  

４ 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらか

じめ指名した者がその職務を代理する。  

５ 委員の任期は、委嘱又は任命された日から、評価を行う当該年度の年度末までとす

る。  

（評価委員会）  

第４条 評価委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。  

２ 委員長は、外部委員を含む３人以上の委員の出席がなければ評価委員会を開くこと

はできない。  

３ 委員長は、必要に応じ委員以外の者を評価委員会に出席させることができる。  

４ 評価委員会は、非公開とする。  

（所掌事項）  

第５条 評価委員会は、次に掲げる項目について指定管理者を評価する。  

（１）施設の経営方針に関する事項  

（２）行動規範に関する事項  

（３）管理体制に関する事項 

（４）管理活動に関する事項 

（５）業務改善に関する事項 

２ 評価委員会は、前項に掲げる項目について指定管理者を評価し、教育委員会及び区

長に報告する。  

 



 

（委員の責務）  

第６条 委員は、公正、公平に評価を行わなければならない。  

２ 委員は、評価の過程において知りえた情報を公表してはならない。ただし、教育委

員会が公表した情報及び評価委員会が公表した情報については、この限りではない。  

（庶 務）  

第７条 評価委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課が処理する。  

（委 任）  

第８条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会に必要な事項は、教育委員会が定め

る。  

付 則  

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

付 則  

この要綱は、平成２９年５月１日から施行する。 


